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63 2014年版鋼船規 則及び 関連検査 要領等 に お ける 改正点 の 解説

44． 鋼船規則 R 編及 び関連検査要領 に お ける改正点の 解説

　　　　　　（ヘ リ コ プタ 甲板の 定義の 見直 し）

1．は じめ に

　 2014年 2月 26 日付
一

部改正 に よ り改正 され て い る

鋼船規則 R 編及 び関連検査要領中，ヘ リ コ プ タ 甲板 の

定義の 見直 し に 関する事項に つ い て ，そ の 内容を解

説する 。 な お ，本改正 は，2014年 2月 26 日 か ら適用

さ れ て い る 。

2．改正 の 背景

　ヘ リ コ プタ 甲板 を有す る船舶にあ っ て は
，

ヘ リ コ

プタ着陸 の 際 の 火災 に備 える た め に 適切 な消火設備

等が 要求 され て い る 。 こ の 場 合 の ヘ リ コ プ タ甲板 と

は，本会規則に お い て は ， ICSの ガ イドラ イ ン （Guide

to　Helicopter／Ship　Operation）を参考に，ヘ リ コ プタ

の 着陸用又は ウ ィ ン チ ン グ操作用 に 船上 に設け られ

た 場所 と定義 して い る が ，2000 年 に 改 正 さ れ た

SOLAS 条約に お い て は ヘ リ コ プタ甲板に ウ ィ ン チ ン

グ操作用 の 場 所 は含まれ て い ない
。

　こ の た め
，
SOLAS 条約で 規定さ れ る ヘ リ コ プ タ甲

板 の 定義 との 整合を図る と とも に ，ヘ リ コ プ タ 甲板

に要 求 さ れ る 消火 設 備 に 関 す る 適 用 に つ い て も

SOLAS 条約 と整合 させ る べ く，関連規定を改め た 。

3．改正の 内容

　主 な改正点は 以下 の とお り と な っ て い る。

（1）鋼 船規則 R 編 3．2．26 に お い て ，
ヘ リ コ プタ甲板 の

　　定義 を SOLAS 条約 第II−2 章 3．26 規則に 規定 さ れ

　　る 定義 と整 合す る よ う改め た 。

　　従 来 の 定義に よ れ ば，ヘ リ コ プタ の 着陸用 又 は

　　ウ ィ ン チ ン グ操作用 に船上 に 設 け られ た 場所 は

　　すべ て ヘ リ コ プ タ甲板 と見做 され，鋼船規則 R 編

　　18章 に規定 される ヘ リ コ プ タ施設 に対す る特別

　　要件が適 用 され て い たが ，本改 正 に よ っ て ，定

　　義上 ヘ リ コ プ タ 甲板 に該当 しな い ヘ リ コ プ タ の

　 着陸場所及び ウ イ ン チ ン グ操作用の 場所 は ヘ リ

　　コ プ タ 甲板 とは見做 さ れ な くな る 。

（2）鋼船規則 R編 18．2．1に お い て ，ヘ リコ プ タ 甲板を

　 有 し な い 船舶 に ヘ リ コ プ タ が 臨時 も しくは緊急

　　に 着 陸す る 又 は ウ ィ ン チ ン グ作業 を行 う場 合 に

　　は
， SOLAS 条約 第II−2章第 18．2．2規則 に基 づ き鋼

　 船規則 R 編 10章に 従 っ て 設 け られ た消火設備 を

　 使用す る 旨規定 した 。

（3）鋼船規則 R編 18．5．1はヘ リ コ プ タ甲板に備 える消

　　火設備を規定 して い るが ，上 記 （1）の ヘ リ コ プタ

　　甲板の 定義に よれば ウ ィ ン チ ン グ操作用 の 場所

　　は ヘ リ コ プ タ甲板 に含 まれ な い こ とか ら，ウ ィ

　　ン チ ン グ操作用 の 場所 に要求 され る泡放射器の

　 規定を削除 した 。

（4）鋼船規則 R 編 18．3．1，18．4．1及び 18．6．1並 び に鋼船

　 規則検査要領 R 編 R18．2．1，図R18．2．1−1．（日本籍

　 船舶用）及 び図 R18．2．1−4，（日本籍船舶用） に お

　　い て，上記 （1）の ヘ リコ プタ 甲板の 定義 と整合さ

　 せ る べ く 「ヘ リ コ プ タ着陸甲板」 を 「ヘ リ コ プ

　　タ甲板」 とす る 用語 の 修正 を行 っ た 。

45． 鋼船規則 R編及 び関連検査要領並びに旅 客船規 則検 査要領 にお ける改正点の 解説

　　　　　　　　　　　 （固定式火災探知警報装置の 設置等）

1，は じめ に 2．改正の 背景

　 2013 年 5月 30 日付一部改正 に よ り改正 さ れ て い

る鋼 船 規則 R編 及 び 関連 検査要 領並 び に旅 客船規

則検査 要領 （外国 籍船 舶用 ）中 ，固定式火 災探知

警報装 置 の 設 置 等 に 関 す る事 項 に つ い て
， そ の 内

容 を解説す る。なお ，本改 正 は ，2013 年 5 月 30 日

以 降に 起 工 又 は同 等段階 に あ る船 舶 に 適 用 され て

い る 。

　 2012年7 月 1 日以 降に起工 さ れ る船舶 に設置 さ れ る

固定式火 災探知警報装置 は
，
2010年 12月 に開催 され

た 第 88回 海上安全委員会 （MSC88 ）にお い て 採択 さ

れ た決議 MSC ．311（88）に よ り全面改正 され た火災安

全 設備 コ ー
ド （FSS コ ー

ド）第 9章に規 定され て い る

要件 に 適合 す る こ とが要求 され て お り，本会 は ，同

改正 コ
ー

ドに 対応す る ため に 既 に 規 則改 正 を行 っ て

い る 。

　
一

方 ，2012年 6月 29 日付け国土交通省令第 65号に

よ り改 正 され た 船 舶消 防設備 規則 第 63 条 の 3及 び同

一 63 一
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